
　　　　　　　主　　　文
一　被告が、別紙物件目録（一）の土地について、平成一一年八月一三日付けでし
た道路位置指定の廃止処分を取り消す旨の裁決を取り消す。
二　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　事実
第一　当事者の求めた裁判
一　請求の趣旨
主文同旨
二　請求の趣旨に対する答弁
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
第二　当事者の主張
一　請求原因
１　土地所有関係
（一）　原告は、平成一〇年九月一〇日、Ａから、別紙物件目録（一）記載の土地
（以下「本件道路」という）を、Ｂらから、別紙物件目録（二）及び（三）記載の
各土地並びに別紙物件目録（七）記載の建物を買い受けた。
（二）　Ｃは、昭和四四年三月二八日、別紙物件目録（四）記載の土地を、昭和五
一年一二月二八日、別紙物件目録（五）及び（六）記載の各土地をそれぞれ買い受
けた。
　別紙物件目録（四）記載の土地上には、Ｄ名義の別紙物件目録（八）記載の建物
が建築され、別紙物件目録（五）及び（六）記載の各土地は、その庭として使用さ
れている。
（三）　別紙物件目録記載（一）ないし（八）の土地（以下、適宜「地番」をもっ
て特定する）及び建物の位置関係並びに他の道路との位置関係は、別紙図面（一）
のとおりである。
２　道路位置指定及び廃止
（一）　札幌市長は、昭和三八年一一月一六日、建築基準法四二条一項五号に基づ
き、本件道路を建築基準法上の道路に指定した。
（二）　原告は、平成一〇年一二月二二日、札幌市長に対し、本件道路の位置指定
の廃止を申請した。
（三）　札幌市長は、平成一一年一月六日、建築基準法四五条に基づき、本件道路
の位置指定の廃止処分（以下「本件廃道処分」という）をした。
３　本件廃道処分の取消裁決
（一）　Ｅは、平成一一年二月五日、被告に対し、本件道路に面する土地の所有者
であるとして、本件廃道処分の取消しを求める審査請求をした。
（二）　被告は、平成一一年八月一三日、本件廃道処分を取り消す旨の裁決（以下
「本件裁決」という）をした。
　その理由は、札幌市長は、Ｅが本件道路の権利関係者か否か、権利関係者である
とすれば承諾は得られているか否かにつき、審査すべきであったのに、その手続を
怠った、右手続の欠如は、重大な手続上の瑕疵であるから、本件廃道処分は、違法
を免れない、というものである。
４　しかしながら、本件裁決は、次のような瑕疵があり、違法である。
（
一）　廃道申請がなされた場合、行政庁は、指定道路に接する他の所有地が公道に
二メートル以上の幅で接する限り、建築基準法四二条一項五号の指定道路を廃止す
べき義務がある。この際、（１）廃道申請に関する事前通知義務の規定は存在しな
いこと、（２）指定道路に接する他の土地所有者は、右道路について、行政法上単
に反射的利益を有するにすぎず、通行権等の具体的権利を有しないことから、行政
庁は、他の土地所有者への事前通知及びその承諾を求める必要はない。通知・承諾
を怠ったとしても、廃道処分につき、違法・不当の問題は起こらない。
（二）　本件廃道処分によって建築基準法四三条一項に抵触することはない。八六
二番四三の土地は、札幌市道である「α，β中線」（以下「市道中線」という）
に、八六二番七七及び同番七八の各土地は、札幌市道である「β二号線」（以下
「市道二号線」という）に、それぞれ二メートル以上の幅で接している。
　したがって、本件廃道処分に関して、関係権利者に通知をして承諾を得る必要は
ない。
（三）　仮に関係権利者への通知及びその承諾が必要であるとしても、以下のよう



な経緯で、Ｅが関係権利者と主張するに至ったものであり、Ｅヘの通知及びその承
諾は不要である。
（１）　原告は、平成一〇年一二月一五日、札幌市都市局建築指導部道路確認課の
指導に基づき、Ｃ及びＤに対し、指定道路廃止の申請通知をした。
（２）　Ｃは、平成一〇年一二月二一日、札幌市に対し、廃止申請の通知を受領し
た後の平成一〇年一二月一九日に八六二番七七の土地を別紙図面（二）のとおり分
筆してその一部をＥに売買した（以下「本件売買」という）として、本件廃道処分
についてＥの了解を得るようにされたい旨申し入れた。
（３）　しかし、本件売買は、（ア）頭金又は手付金等の授受がなく、売買代金が
平成一一年三月三一日限り支払われる約束となっている、（イ）所有権の移転登記
及び土地の引渡しも同日と定められている、（ウ）測量や分筆登記がなされていな
い、（エ）八六二番七七の土地に設定されているＣのたくぎん保証に対する根抵当
権が不問にされている、（オ）買主が帯広に在住するＣの妻の母親であることか
ら、本件廃道処分の阻止を目的とした仮装譲渡であり、本件売買による所有権を主
張することは権利の濫用である。
　したがって、Ｅは、本件廃道処分の関係権利者に該当しないし、関係権利者とし
て取り扱う必
要はない。
（四）　札幌市長は、経過説明書を提出させ、関係者の全登記簿謄本を調べ、不動
産売買契約書も審査するなど実質的な審査を行った上、Ｅを関係権利者から除外し
たものであって、Ｅからは分筆に係る土地の権利者であることを信じるに足りる客
観的な疎明資料（代金の支払や登記経由を証する書面）の提出はなく、売買契約書
が提出されたのみであるから、Ｅが権利者か否かの調査を行う必要はないし、Ｅを
権利者と認めず手続を進めたことをもって、本件廃道処分に手続上の違反がある、
とすることはできない。
５　よって、原告は、本件裁決の取消しを求める。
二　請求原因に対する認否
１　請求原因１ないし３の事実は認める。
２　請求原因４は争う。
三　被告の主張
１　道路位置指定の廃止処分（以下「廃道処分」という）は、道路位置指定処分の
撤回であり、当該道路の所有者に対し、その権利制限から解放するものであるか
ら、建築基準法は、廃道処分の手続について、明文の規定を置いていない。しか
し、廃道処分は、道路位置の指定処分によって形成された関係権利者の既得権的地
位を奪う効果を有する。したがって、処分庁は、廃道処分申請があった場合には、
原則として、廃道処分により接道要件を満たさなくなり、その法的地位に重大な影
響がでる当該道路の沿接敷地の関係権利者の承諾を得る必要がある。
　そして、処分庁は、申請書の形式的審査のみではなく、職務の誠実な遂行とし
て、申請の内容について実質的な審査を行う義務を負う。
２　札幌市建築基準法施行細則九条五項は、廃道処分をしようとする場合につい
て、建築基準法施行規則九条（同条項は、「法四二条一項五号に規定する道路の位
置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、地積図及び指定を受けようと
する道路の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しく
は工作物に関して権利を有する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとす
る」と定める）を準用する。
　札幌市においては、廃道処分に当たり、申請者に対し、事前に建築基準法四三条
一項又は二項の規定に抵触しない当該道路に沿接する隣接敷地の所有者に対しても
道路廃止の申請をする旨の「通知」をし、そして申請書にはその者からの「承諾
書」を添付することを行政指導により求めてきた。
３　これを本件廃道処分についていえば、札幌市長は、ＣとＥ間で作成された本件
道路に接する土地の売
買契約書が提出された以上、Ｅが形式的には一応本件廃道処分につき法的な利害関
係を有する関係権利者に該当するから、Ｅが真実関係権利者であるか否かについて
土地分筆の有無を確認するなどの実質的な審査をし、関係権利者に当たれば廃道処
分について承諾を得るべきであったにもかかわらず、Ｅが関係権利者であるか否か
について何も調査をせず、Ｅをまったく無視し、あるいは仮装であると決めつけ
て、本件廃道処分をしたから、本件廃道処分には、手続上の瑕疵があり、違法であ
る。



４　したがって、本件廃道処分を取り消した本件裁決は、適法である。
第三　証拠
　本件記録中の書証目録記載のとおりである。
　　　　　　　理由
一　事実関係
　請求原因１ないし３は当事者間に争いがない。右争いがない事実に本件証拠及び
弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
１　原告は、八六二番三一及び同番四八の各土地とともに本件道路を取得するに際
し、本件道路を廃道処分にして隣接地と一体にして利用することを計画した。
２　原告は、札幌市の行政指導に従って、Ｃに対しては平成一〇年一二月一六日到
達の書面をもって、Ｄに対しては同月二五日到達の書面をもって、それぞれ本件道
路の廃止申請をする旨を通知した。
３　札幌市は、平成一〇年一二月一七日、Ｃからの電話に対し、原告から本件廃道
処分の申請をしたい旨の相談があったこと、廃道処分の要件は具備しているので、
申請があり次第廃道処分することを伝えた。
４　Ｃは、平成一〇年一二月二一日、札幌市に対し、売買契約書を添付して、Ｅに
対して八六二番七七の土地を別紙図面（二）のとおり分筆してうち一八五・二〇平
方メートルを売却したので、指定道路の解除については新所有者の了解を得るよう
に配慮されたい旨通知した。
５　添付された売買契約書によれば、契約日は平成一〇年一二月一九日とされ、買
主Ｅの住所地は帯広市であり、売買物件は別紙図面（二）のうち一八五・二〇平方
メートル部分であり、売買代金は一一〇〇万円で、売買代金の支払時期並びに登記
及び引渡しの時期が平成一一年三月三一日とされ、平成一一年一月末までに測量及
び分筆を行う、とされていた。
　本件売買は、売買対象地の測量・分筆登記もされておらず、手付金等の授受もな
いものであり、買主のＥはＣの妻の母であり、売買物件は本件道路のみに接するよ
うに分筆されたものであり、設定されていたＣのたくぎん
保証に対する根抵当権に関しても特段の合意がされていなかった。
６　原告は、平成一〇年一二月二二日、Ｃへの道路廃止通知確認、廃道部分の地積
図及び札幌市長が必要と認めた書類である土地の登記簿謄本、権利者の印鑑証明書
等の書類を添附し、本件道路の廃道を申請した。
７　札幌市は、平成一一年一月六日、本件道路の廃道申請を受理し、同日、本件廃
道処分をした。
８　ＣとＥは、平成一一年二月五日、被告に対し、本件廃道処分の審査請求をし
た。
９　被告は、平成一一年八月一三日、Ｃの審査請求を棄却し、Ｅの審査請求に基づ
き本件廃道処分を取り消す旨の裁決（本件裁決）をした。
　本件裁決の理由の要旨は、処分庁は、本件廃道処分に際し、廃道処分により「法
四三条一項及び同条二項に基づく接道義務に反するいわゆる袋地が発生しないか否
か、あるいは廃止処分により法律的な権利を害される者が存在するか否かなどの関
係権利者の存在について形式的な審査を行うのみでは足らず、各種の資料に基づい
てこれら関係権利者の把握及びその承諾の有無につき審査を行うべき義務があ
る」、「処分庁はＣの関係者から七七の土地については分筆のうえＥに売却したの
で本件道路の道路位置指定の廃止については新所有者の承諾を受ける様配慮された
い旨連絡を受けていたが、原処分に際しては、Ｅの承諾があることを証する書面等
の確認はしなかった」、「処分庁は売買契約書の提示によりＥの存在を認知してい
るのであるから、原処分につき承諾を得るべき関係権利者に形式的にＥが含まれる
ことは明らかである」とし、「Ｅが、真実関係権利者か否か、関係権利者であると
すれば承諾は得られているか否かにつき審査をすべきであり、この審査をしなかっ
た処分庁の原処分の手続には重大な瑕疵があるといわざるを得ず、この手続上の瑕
疵は処分庁の判断に影響を与えることは明白であるから、原告処分は違法である」
とするものである。
１０　なお、本件道路及び関係土地・建物並びに他の道路との位置関係は、別紙図
面（一）のとおりである。
二　前項認定の事実関係を前提に、本件裁決の当否を検討する。
１　私道は、私人が自己の所有する土地を提供して築造する道路であり、その管理
も私人が行うものであるから、私道を変更又は廃止しようとすることは本来自由な
はずである。廃道処分は、道路位置指定処分と異なり、指定による私権の制限の解



除を意味するものであり、道路に
接する土地の建物の所有者が当該道路を利用できる利益は、私道所有者の権利制限
のもとになりたっており、民法上の使用権限を取得しない限り、公法上の反射的な
利益に過ぎない。廃道処分を行う際の関係権利者の承諾の要否について、建築基準
法、同法施行令及び同法施行規則のいずれにも規定がないのは右の趣旨に基づくも
のと考えられる。
　したがって、建築基準法上、廃道処分について、道路に接する土地の関係権利者
の承諾は要件でない、と解される。
　とすれば、沿接土地の関係権利者の承諾が必要であることを前提に、Ｅが沿接土
地の関係権利者か否か調査しなかった点に手続違反があるとする本件裁決は、その
前提の解釈に誤りがある。
２　ただし、建築基準法四五条一項は、特定行政庁は、私道の廃止によって、その
道路に接する敷地が同法四三条の規定（いわゆる接道義務）又は同条二項の規定に
基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、その私道の廃止を禁止
し、又は制限することができる旨規定する。
　したがって、私道の廃止によって、建築基準法四三条の接道義務違反が生じる場
合には、接道義務違反になる道路に接する土地の所有者から廃道の承諾が得られな
い限り、特定行政庁は廃道処分をしないことができる、と解される。この場合に
は、接道義務違反になる道路に接する土地の所有者が廃道を承諾すれば、廃道処分
ができることになるから、廃道処分をするに際し、道路に接する土地の所有者の廃
道の承諾を要件にすることは、建築基準法上、右のような趣旨で法律的な意味があ
る、と解する余地がある。
　しかし、建築基準法四三条が接道義務を定めるのは、「建築物の敷地」であり、
建築物が存在する土地に関する規定である、と解されるから、現実に建築物が存在
しないＥが取得した土地について、接道義務違反の問題は生じることはなく（本件
道路に接する土地を取得したＥは、将来本件道路を建築基準法上の道路として使用
する期待を有する、といえるが、本件道路について民法上の利用権限を取得しない
限り、事実上の利益に過ぎない）、この点からも、本件道路の廃道について、Ｅの
承諾が必要となるものではなく、Ｅの承諾を必要とするか否かの調査手続も問題に
はならない。
３　仮に、接道義務違反の有無の紛争を回避するために、道路に接する土地の所有
者に対し、廃道申請があったことを通知し、右所有者から、廃道の承諾を得る手続
を要求
する行政指導にも一定の意味があるとしても（この場合にも、右指導の手続上の違
反が直ちに違法になるかは問題ではあるが）、本件売買は、前記認定のとおり、本
件廃道処分の申請の三日前になされ、しかも、その買主は、帯広市に在住するＣの
妻の母親であり、現実に代金の授受も分筆手続も登記もされていないのであり、そ
の分筆の範囲も、別紙図面（二）のとおり、わざわざ市道二号線に接しないように
なっていること等に照らせば、原処分がその判断の根拠とした資料からも、本件売
買が本件廃道処分申請を妨害することを目的とした仮装売買であることは明らかで
あり、右のような売買の当事者であるＥを本件道路に接する土地の所有者として取
り扱う手続上の必要はない、と解すべきであるから、Ｅが関係権利者であるか否か
について調査をすることを求めて、本件廃道処分に手続上の瑕疵があるとした本件
裁決は、誤りであるといわざるを得ない。
４　以上検討のとおり、いずれにしても、Ｅが権利者であるか否かを審査する手続
上の必要はないから、これを求める本件裁決は、違法であり、取り消されるべきで
ある。
三　よって、本件裁決は、違法なものであるから、これを取り消すこととし、主文
のとおり判決する。
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